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規 則 ○ 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 …………………… 人 材 政 策 室 １頁
○ 三重県教育財産規則の一部を改正する規則 …………………………………… 学 校 施 設 室 ５頁

告 示 ○ 三重県教育委員会公印規則による公印の新調 ………………………………… 教 育 総 務 室 ５頁
○ 三重県教育委員会表彰規則取扱要綱の一部を改正する告示 ………………… 教 育 総 務 室 ６頁
○ 三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱の一部を改正する告示 ……… 予 算 経 理 室 ６頁
○ 口頭により開示請求をすることができる保有個人情報の指定 ……………… 人 材 政 策 室 ７頁

訓 令 ○ 三重県教育委員会公報配布規程の一部を改正する訓令 ……………………… 教 育 総 務 室 ８頁
○ 三重県教育委員会公印取扱規程の一部を改正する訓令 ……………………… 教 育 総 務 室 ８頁
○ 三重県教育委員会鍵情報等管理要項の一部を改正する訓令 ………………… 教 育 総 務 室 ８頁
○ 支出負担行為等の権限の三重県立学校長に対する委任に関する規程の
一部を改正する訓令 ……………………………………………………………… 予 算 経 理 室 ９頁

○ 県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令 ……… 人 材 政 策 室 ９頁
○ 三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を改正する訓令 …… 人 材 政 策 室 10頁
○ 三重県教育委員会処務規程の一部を改正する訓令 …………………………… 教 育 総 務 室 19頁
○ 県立学校職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 ………… 福利・給与室 20頁
○ 三重県立学校職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 ………………… 福利・給与室 20頁
○ 三重県教育委員会事務局安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 ………… 福利・給与室 20頁
○ 三重県庁舎防火等管理規程の一部を改正する訓令 …………………………… 教 育 総 務 室 21頁

公 告 ○ 公立幼稚園の設置届の受理 ……………………………………………………… 学 校 施 設 室 21頁
お知らせ ○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する規則 …… 人 材 政 策 室 22頁

○ 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する
規則 ………………………………………………………………………………… 福利・給与室 22頁

○ 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する
規則 ………………………………………………………………………………… 福利・給与室 23頁

○ 公立学校職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則の一部を改
正する規則 ………………………………………………………………………… 福利・給与室 23頁

○ 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 ………… 福利・給与室 24頁
○ 教育関係事業補助金等交付要綱の一部を改正する告示 ……………………… 予 算 経 理 室 24頁

三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 ｣ に 改 め る 。

第 四 条 の 二 ( 見 出 し を 含 む 。) 中 ｢ プ ロ ジ ェ ク ト ｣ を ｢ プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ｣ に 改 め る 。

第 四 条 の 三 中 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 及 び プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ｣ に 改 め る 。
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第 五 条 第 一 号 中 ｢ 経 営 企 画 ｣ を ｢ 企 画 総 務 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 学 校 施 設 及 び 職 員 ｣ を ｢ 教 職 員 及 び 施 設 ｣
に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 ｢ 学 校 教 育 ｣ を ｢ 学 習 支 援 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 ｢ 社 会 教 育 及 び ス ポ ー ツ ｣ を ｢ 育 成 支

援 及 び 社 会 教 育 ｣ に 改 め る 。

第 六 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 六 条 前 条 第 一 号 に 定 め る 企 画 総 務 に 関 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 教 育 委 員 会 に 関 す る こ と 。

二 教 育 行 政 の 総 合 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

三 み え 政 策 評 価 シ ス テ ム に 関 す る こ と 。

四 広 聴 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。

五 教 育 行 政 に 関 す る 相 談 事 務 に 関 す る こ と 。

六 法 規 文 書 及 び 諸 議 案 の 審 査 等 に 関 す る こ と 。

七 教 育 委 員 会 の 情 報 業 務 の 推 進 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

八 教 育 委 員 会 の 防 災 及 び 危 機 管 理 に 関 す る こ と 。

九 教 育 に 係 る 表 彰 及 び 式 典 に 関 す る こ と 。

十 教 育 委 員 会 の 公 印 に 関 す る こ と 。

十 一 教 育 委 員 会 関 係 の 特 例 民 法 法 人 の 許 認 可 及 び 監 督 に 関 す る こ と 。

十 二 教 育 委 員 会 関 係 の 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 監 督 等 に 関 す る こ と 。

十 三 教 育 改 革 に 関 す る こ と 。

十 四 県 立 学 校 の 入 学 定 員 に 関 す る こ と 。

十 五 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 百 三 十 条 の 規 定 に よ る 公 立 の 専 修 学 校 の 設 置 廃 止 等 及 び

同 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 立 の 各 種 学 校 の 設 置 廃 止 等 の 認

可 に 関 す る こ と 。

十 六 三 重 県 教 育 改 革 推 進 会 議 に 関 す る こ と 。

十 七 教 育 委 員 会 の 所 管 に 係 る 予 算 に 関 す る こ と 。

十 八 教 育 委 員 会 の 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。

十 九 奨 学 金 に 関 す る こ と 。

第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 七 条 第 五 条 第 二 号 に 定 め る 教 職 員 及 び 施 設 に 関 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 学 校 の 組 織 及 び 教 職 員 定 数 に 関 す る こ と 。

二 事 務 局 及 び 教 育 機 関 の 組 織 及 び 職 員 定 数 に 関 す る こ と 。 ( 知 事 の 事 務 部 局 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。)

三 職 員 の 任 免 、 分 限 、 懲 戒 、 公 務 災 害 、 服 務 、 勤 務 条 件 、 人 事 記 録 そ の 他 の 人 事 に 関 す る こ と 。

四 教 員 の 養 成 に 関 す る こ と 。

五 人 材 政 策 に 関 す る 情 報 シ ス テ ム の 最 適 化 に 関 す る こ と 。

六 職 員 の 人 材 開 発 に 関 す る こ と 。

七 職 員 の 争 訟 に 関 す る こ と 。

八 教 育 職 員 免 許 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ) に 規 定 す る 事 務 の 処 理 に 関 す る こ と 。

九 三 重 県 教 育 職 員 特 別 免 許 状 授 与 審 査 委 員 に 関 す る こ と 。

十 職 員 の 給 与 に 関 す る こ と 。

十 一 職 員 の 福 利 厚 生 に 関 す る こ と 。

十 二 県 立 学 校 の 教 職 員 の 安 全 及 び 衛 生 に 関 す る こ と 。

十 三 教 職 員 の 恩 給 ( 退 隠 料 等 を 含 む 。) に 関 す る こ と 。

十 四 公 立 学 校 共 済 組 合 に 関 す る こ と 。

十 五 三 重 県 公 立 学 校 職 員 互 助 会 ( 三 重 県 退 職 教 職 員 互 助 会 を 含 む 。) に 関 す る こ と 。

十 六 県 立 学 校 の 施 設 整 備 に 関 す る こ と 。

十 七 教 育 財 産 の 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。 ( 県 立 学 校 に 関 す る も の に 限 る 。)

十 八 市 町 等 立 学 校 施 設 整 備 の 助 成 及 び 技 術 指 導 に 関 す る こ と 。

十 九 学 校 教 育 法 第 四 条 及 び 第 四 条 の 二 の 規 定 に よ る 公 立 学 校 の 設 置 廃 止 等 の 認 可 及 び 届 出 に 関 す る こ と 。

二 十 法 第 四 十 八 条 の 規 定 に よ る 市 町 に 対 す る 一 般 的 事 項 の 指 導 、 助 言 又 は 援 助 に 関 す る こ と 。

第 八 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 八 条 第 五 条 第 三 号 に 定 め る 学 習 支 援 に 関 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 学 校 教 育 ( 小 中 学 校 、 県 立 高 等 学 校 、 県 立 特 別 支 援 学 校 ) に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ

と 。
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二 県 立 学 校 の 入 学 者 選 抜 に 関 す る こ と 。

三 教 科 用 図 書 の 採 択 及 び 無 償 給 与 に 関 す る こ と 。

四 幼 児 、 児 童 及 び 生 徒 の 就 学 に つ い て の 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ と 。

五 三 重 県 地 方 産 業 教 育 審 議 会 、 三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 及 び 三 重 県 障 害 児 就 学 指 導 委 員 会 に 関 す る こ と 。

第 九 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 九 条 第 五 条 第 四 号 に 定 め る 育 成 支 援 及 び 社 会 教 育 に 関 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 生 徒 指 導 に 関 す る こ と 。

二 人 権 教 育 の 推 進 に 関 す る こ と 。

三 学 校 等 へ の 人 権 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ と 。

四 人 権 教 育 の 専 門 的 な 調 査 研 究 、 情 報 提 供 及 び 相 談 に 関 す る こ と 。

五 学 校 教 育 に お け る 体 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ と 。

六 健 康 教 育 に 関 す る こ と 。

七 社 会 教 育 の 振 興 に 関 す る こ と 。

八 社 会 教 育 に 関 す る 専 門 的 事 項 の 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ と 。

九 社 会 教 育 主 事 等 人 材 の 養 成 及 び 研 修 に 関 す る こ と 。

十 高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 に 関 す る こ と 。

十 一 社 会 教 育 施 設 等 の 充 実 及 び 運 営 改 革 に 関 す る こ と 。

十 二 社 会 教 育 及 び 学 校 教 育 に お け る 体 育 に 係 る 諸 団 体 の 指 導 及 び 援 助 に 関 す る こ と 。

十 三 文 化 財 の 保 存 及 び 活 用 に 関 す る こ と 。

十 四 世 界 遺 産 の 保 存 及 び 活 用 に 関 す る こ と 。

十 五 三 重 県 社 会 教 育 委 員 の 会 議 、 三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 、 三 重 県 立 美 術 館 協 議 会 、 三 重 県 文 化 財 保 護 審 議 会 、

三 重 県 天 然 記 念 物 日 本 鶏 審 査 会 及 び 三 重 県 天 然 記 念 物 紀 州 犬 審 査 会 に 関 す る こ と 。 ( 知 事 の 事 務 部 局 の 所 管

に 属 す る も の を 除 く 。)

十 六 生 涯 学 習 セ ン タ ー 、 鈴 鹿 青 少 年 セ ン タ ー 及 び 熊 野 少 年 自 然 の 家 に 関 す る こ と 。 ( 知 事 の 事 務 部 局 の 所 管

に 属 す る も の を 除 く 。)

十 七 図 書 館 、 博 物 館 、 斎 宮 歴 史 博 物 館 、 美 術 館 及 び 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。 ( 知 事 の 事 務 部 局 の

所 管 に 属 す る も の を 除 く 。)

第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 第 五 条 第 五 号 に 定 め る 教 職 員 研 修 に 関 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 教 職 員 研 修 の 基 本 方 針 の 策 定 及 び 事 業 の 企 画 調 整 に 関 す る こ と 。

二 教 育 課 題 の 調 査 研 究 に 関 す る こ と 。

三 自 主 的 研 修 及 び 研 究 へ の 支 援 に 関 す る こ と 。

四 派 遣 研 修 に 関 す る こ と 。

五 学 校 経 営 品 質 向 上 活 動 に 係 る 研 修 に 関 す る こ と 。

六 教 育 相 談 及 び 学 校 カ ウ ン セ リ ン グ 支 援 に 関 す る こ と 。

七 初 任 者 、 経 験 者 及 び 管 理 職 等 の 研 修 に 関 す る こ と 。

八 乳 幼 児 教 育 関 係 の 研 修 に 関 す る こ と 。

九 教 科 、 領 域 及 び 教 育 課 題 等 の 研 修 に 関 す る こ と 。

十 教 育 実 践 支 援 に 関 す る こ と 。

十 一 情 報 教 育 の 研 修 に 関 す る こ と 。

十 二 教 育 情 報 提 供 サ ー ビ ス に 関 す る こ と 。

第 十 三 条 中 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 及 び プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ｣ に 、 ｢ 室 の 室 長 ｣ を ｢ 課 の 課 長 及 び 担 当 課 長 ｣ に 改 め る 。

第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 中 ｢ 事 務 局 の 事 務 の 統 括 に つ い て ｣ を 削 り 、 ｢ 代 理 す る ｣ の 下 に ｢ 。 ま た 、 上 司 の 命 を

受 け て 、 第 五 条 に 定 め る 本 庁 の 分 掌 事 務 の う ち 、 一 の 事 務 を 掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監 督 す る こ と が で き る ｣ を

加 え 、 同 項 第 二 号 中 ｢ 総 括 室 長 ｣ を ｢ 次 長 ｣ に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 ｢ 室 長 ｣ を ｢ 課 長 ｣ に 、 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 ｣ に 改

め 、 同 項 第 四 号 中 ｢ 推 進 監 ｣ を ｢ 担 当 課 長 ｣ に 、 ｢ プ ロ ジ ェ ク ト ｣ を ｢ プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム ｣ に 改 め 、 同 項 第 五

号 中 ｢ 副 室 長 ｣ を ｢ 副 課 長 ｣ に 、 ｢ 室 長 又 は 推 進 監 ｣ を ｢ 課 長 又 は 担 当 課 長 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ｢ 副 室 長 ｣

を ｢ 副 課 長 ｣ に 改 め る 。

第 十 九 条 第 一 項 の 表 中 理 事 の 項 を 削 り 、 同 表 総 括 地 域 調 整 ・ 人 事 監 の 項 中 ｢ 総 括 地 域 調 整 ・ 人 事 監 ｣ を ｢ 総 括

市 町 教 育 支 援 ・ 人 事 監 ｣ に 改 め 、 同 表 地 域 調 整 ・ 人 事 監 の 項 中 ｢ 地 域 調 整 ・ 人 事 監 ｣ を ｢ 市 町 教 育 支 援 ・ 人 事 監 ｣

に 改 め 、 同 表 情 報 ・ 危 機 管 理 特 命 監 の 項 中 ｢ 情 報 ・ 危 機 管 理 特 命 監 ｣ を ｢ 学 校 防 災 推 進 監 ｣ に 、 ｢ 情 報 業 務 及 び

防 災 ・ 危 機 管 理 ｣ を ｢ 学 校 の 防 災 ・ 危 機 管 理 ｣ に 改 め 、 同 表 特 別 支 援 学 校 整 備 特 命 監 の 項 中 ｢ 特 別 支 援 学 校 整 備
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特 命 監 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 整 備 推 進 監 ｣ に 改 め 、 桑 員 地 域 特 別 支 援 学 校 開 校 準 備 特 命 監 の 項 を 削 り 、 同 表 人 権 教

育 特 命 監 の 項 中 ｢ 人 権 教 育 特 命 監 ｣ を ｢ 人 権 教 育 監 ｣ に 改 め 、 社 会 教 育 推 進 特 命 監 の 項 を 削 り 、 同 表 学 校 防 災 推

進 監 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

｢

｣

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 三 重 県 教 育 委 員 会 会 議 規 則 の 一 部 改 正 )

２ 三 重 県 教 育 委 員 会 会 議 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 中 ｢ 総 括 室 長 及 び 当 該 議 事 に 関 係 す る 事 務 を 担 当 す る 室 長 ｣ を ｢ 副 教 育 長 及 び 次 長 並 び に 当 該

議 事 に 関 係 す る 事 務 を 担 当 す る 課 長 ｣ に 改 め る 。
( 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 専 決 規 則 の 一 部 改 正 )

３ 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 専 決 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 事 務 局 の 項 中 ｢ 理 事 ｣ を 削 り 、 ｢ 総 括 室 長 ｣ を ｢ 次 長 ｣ に 、 ｢ 室 長 ｣ を ｢ 課 長 ｣ に 、 ｢ 推 進 監 ｣ を ｢ 担 当

課 長 ｣ に 、 ｢ 総 括 地 域 調 整 ・ 人 事 監 ｣ を ｢ 総 括 市 町 教 育 支 援 ・ 人 事 監 ｣ に 、 ｢ 地 域 調 整 ・ 人 事 監 ｣ を ｢ 市 町 教 育

支 援 ・ 人 事 監 ｣ に 、 ｢ 情 報 ・ 危 機 管 理 特 命 監 ｣ を ｢ 学 校 防 災 推 進 監 ｣ に 改 め 、 ｢ 学 校 防 災 推 進 監 ｣ の 下 に ｢ 教 育

改 革 推 進 監 ｣ を 加 え 、 ｢ 特 別 支 援 学 校 整 備 特 命 監 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 整 備 推 進 監 ｣ に 改 め 、 ｢ 桑 員 地 域 特 別 支 援

学 校 開 校 準 備 特 命 監 ｣ を 削 り 、 ｢ 人 権 教 育 特 命 監 ｣ を ｢ 人 権 教 育 監 ｣ に 改 め 、 ｢ 社 会 教 育 推 進 特 命 監 ｣ を 削 る 。

同 表 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー の 項 中 ｢ 所 長 ｣ の 下 に ｢ 副 参 事 ｣ を 加 え 、 同 表 博 物 館 の 項 中 ｢ 副 館 長 ｣ の 下 に ｢ 副

参 事 ｣ を 加 え 、 同 表 図 書 館 の 項 中 ｢ 専 門 監 ｣ の 下 に ｢ 副 参 事 ｣ を 加 え 、 同 表 高 等 学 校 の 項 中 ｢ 校 長 ｣ の 下 に

｢ 准 校 長 ｣ を 加 え る 。

( 三 重 県 教 育 委 員 会 公 印 規 則 の 一 部 改 正 )

４ 三 重 県 教 育 委 員 会 公 印 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 ｢ 室 ( プ ロ ジ ェ ク ト を 含 む 。 以 下 同 じ 。)｣ を ｢ 課 ( プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 含 む 。 以 下 同 じ 。)｣ に 改

め る 。
別 表 ( 第 二 条 ・ 第 三 条 関 係 ) 中 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 ｣ に 、 ｢ 研 修 分 野 ｣ を ｢ 研 修 企 画 ・ 支 援 課 及 び 研 修 指 導 課 ｣ に

改 め る 。

( 三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 規 則 の 一 部 改 正 )

５ 三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 六 条 中 ｢ 室 ｣ を ｢ 課 ｣ に 改 め る 。

( 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

６ 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 四 号 様 式 ( 第 二 十 九 条 関 係 ) 中 ｢ 人 材 政 策 室 ｣ を ｢ 教 職 員 課 ｣ に 改 め る 。

( 教 育 委 員 会 関 係 旅 費 、 食 糧 費 等 に 関 す る 開 示 基 準 規 則 の 一 部 改 正 )

７ 教 育 委 員 会 関 係 旅 費 、 食 糧 費 等 に 関 す る 開 示 基 準 規 則 ( 平 成 八 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ) の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 ｢ 生 活 ・ 文 化 部 で 情 報 公 開 を 担 当 す る 室 の 室 長 ｣ を ｢ 戦 略 企 画 部 で 情 報 公 開 を 担 当 す る 課 の 課 長 ｣

に 改 め る 。

( 知 事 の 補 助 職 員 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

８ 知 事 の 補 助 職 員 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 生 活 ・ 文 化 部 長 ｣ を ｢ 環 境 生 活 部 長 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 中 ｢ 室 の 室 長 ｣ を ｢ 課 の 課 長 ｣ に 、 ｢ 室 の 副 室 長 ｣ を ｢ 課 の 副 課 長 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 教 育 委 員 会 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 の 一 部 改 正 )

９ 三 重 県 教 育 委 員 会 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 ( 平 成 二 十 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

教 育 改 革 推 進 監 本 庁 に 限 る 。 上 司 の 命 を 受 け て 、 教 育 改 革 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。
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三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり新
調します｡

平成24年３月30日
三 重 県 教 育 委 員 会

第１
１ 公 印 名 三重県立くわな特別支援学校長印
２ 寸 法 方23ミリメートル
３ 印 影

４ 使 用 範 囲 公文書用
５ 使用開始日 平成24年４月１日

第２
１ 公 印 名 三重県立くわな特別支援学校印
２ 寸 法 方60ミリメートル

5

第 一 条 中 ｢ 、 三 重 県 営 総 合 競 技 場 条 例 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ) 第 六 条 の 二 第 六 項 、 三 重 県 営

松 阪 野 球 場 条 例 ( 昭 和 五 十 年 三 重 県 条 例 第 三 十 号 ) 第 五 条 の 二 第 六 項 、 三 重 県 営 ラ イ フ ル 射 撃 場 条 例 ( 昭 和 五

十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ) 第 五 条 の 二 第 六 項 ｣ 及 び ｢ 、 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 ( 平 成 四 年 三 重 県

条 例 第 三 十 二 号 ) 第 六 条 の 二 第 六 項 ｣ を 削 る 。

第 五 条 中 ｢ 、 三 重 県 営 総 合 競 技 場 条 例 第 五 条 、 三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 第 四 条 、 三 重 県 営 ラ イ フ ル 射 撃 場 条

例 第 四 条 ｣ 及 び ｢ 、 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 第 五 条 ｣ を 削 る 。

三 重 県 教 育 財 産 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	
��

三 重 県 教 育 財 産 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 育 財 産 規 則 ( 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 中 ｢ 室 等 ｣ を ｢ 課 等 ｣ に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 二 十 四 条 中 ｢ 教 育 財 産 の 使 用 を 許 可 し た ｣ の 下 に ｢ と き 、 又 は 貸 し 付 け た と き は 、 そ の ｣ を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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３ 印 影

４ 使 用 範 囲 卒業証書用
５ 使用開始日 平成24年４月１日

第３
１ 公 印 名 三重県立くわな特別支援学校出納員印
２ 寸 法 方21ミリメートル
３ 印 影

４ 使 用 範 囲 出納事務用
５ 使用開始日 平成24年４月１日
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三重県教育委員会表彰規則取扱要綱の一部を改正する告示を次のとおり定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会表彰規則取扱要綱の一部を改正する告示

三重県教育委員会表彰規則取扱要綱 (昭和25年教育委員会告示第24号) の一部を次のように改正する｡
第１条第１項中 ｢各室長 (｣ を ｢各課長 (｣ に､ ｢室長を｣ を ｢課長を｣ に改め､ ｢及び各推進監 (同項に定め

る推進監をいう｡ 以下同じ｡) (以下 ｢各室長等｣ という｡)｣ を削り､ 同条第２項､ 第３項中 ｢各室長等｣ を ｢各
課長｣ に改める｡
第２条第１項中 ｢室長又は推進監 (以下 ｢関係室長等｣ という｡)｣ を ｢課長｣ に改め､ 同条第２項及び第３項

中 ｢関係室長等｣ を ｢関係課長｣ に改め､ 同条第４項及び第５項中 ｢各室長等｣ を ｢各課長｣ に改める｡
附 則

この告示は､ 平成24年４月１日から施行する｡

��������	
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三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱の一部を改正する告示

6
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三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱 (平成15年三重県教育委員会告示第21号) の一部を次のように改
正する｡
第13号様式中 ｢予算経理室｣ を ｢予算経理課｣ に改める｡

附 則
この告示は､ 平成24年４月１日から施行する｡
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三重県個人情報保護条例 (平成14年三重県条例第１号) 第27条第１項の規定により､ 本人が口頭により開示請
求をすることができる保有個人情報を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹

附 則
１ この告示は､ 告示日以降に実施する試験等から適用し､ 告示日以前に実施した試験等については､ なお従前
の例による｡

２ 口頭により開示請求をすることができる保有個人情報の指定 (平成22年三重県教育委員会告示第31号) は､
廃止する｡

7

試験等の名称 開 示 を す る 内 容 期 間 場 所

県立高等学校入学
者選抜

前期選抜及び特別選抜については､
１ 調査書の ｢各教科の学習の記録｣ 欄の教科
別の ｢第３学年｣ の評定

２ 面接､ ｢自己表現｣､ 作文､ 小論文､ 学力検
査､ 総合問題､ 実技検査の各学校ごとの基準
に基づく総合的評価

合格内定通知日か
ら起算して１週間

受検した高等学校

後期選抜については､
１ 学力検査の各教科別の得点及び実技検査の
得点

２ 調査書の ｢各教科の学習の記録｣ 欄の教科
別の ｢第３学年｣ の評定

３ 面接､ ｢自己表現｣､ 作文の各学校ごとの基
準に基づく総合的評価

合格発表日の翌日
から起算して１週
間

受検した高等学校

三重県立学校長採
用選考試験

第１次選考試験の不合格者に第１次選考試験の
４段階に区分した総合判定結果
第２次選考試験の不合格者に第１次選考試験及
び第２次選考試験の４段階に区分した総合判定
結果

１次､ ２次選考各
合格発表の日から
起算して１年間

情報公開・個人情
報総合窓口
(三重県栄町庁舎)

採用選考事前考査
(教育委員会が実
施するものに限る｡)

試験項目ごとの得点及び判定
合否通知発送日か
ら起算して１年間

教育委員会事務局
教職員課

三重県立学校現業
職員採用選考試験

試験項目ごとの得点及び判定
合否通知発送日か
ら起算して１年間

教育委員会事務局
教職員課
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� �

������

局 内 一 般
教育関係機関

三重県教育委員会公報配布規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会公報配布規程の一部を改正する訓令

三重県教育委員会公報配布規程 (昭和39年教委訓第５号) の一部を次のように改正する｡
第１条第１号を次のように改める｡
一 局内各課

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

������

局 内 一 般
教育関係機関

三重県教育委員会公印取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会公印取扱規程の一部を改正する訓令

三重県教育委員会公印取扱規程 (昭和39年教委訓第６号) の一部を次のように改正する｡
第２条中 ｢室の室長 (プロジェクトの推進監を含む｡)｣ を ｢課の課長 (プロジェクトチームの担当課長を含む｡)｣

に､ ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第３条の見出し中 ｢主管室｣ を ｢主管課｣ に改め､ 同条第１項中 ｢主管室｣ を ｢主管課｣ に､ ｢教育委員会事

務局教育総務室｣ を ｢教育委員会事務局教育総務課｣ に改め､ 同条第２項中 ｢教育委員会事務局教育総務室長
(以下 ｢教育総務室長｣ という｡)｣ を ｢教育委員会事務局教育総務課長 (以下 ｢教育総務課長｣ という｡)｣ に改
め､ 同条第３項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に､ ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第４条第１項中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改め､ 同条第２項中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に､ ｢教育総務室長｣

を ｢教育総務課長｣ に改め､ 同条第３項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改め､ 同条第４項中 ｢室長等｣
を ｢課長等｣ に､ ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改め､ 同条第５項中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第６条第３項及び第４項並びに第７条中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第８条中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に､ ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改める｡
第１号様式中 ｢室｣ を ｢課｣ に改める｡
第２号様式中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第３号様式から第５号までの様式中､ ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に､ ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改め

る｡
附 則

この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

����	�

局 内 一 般
教育関係機関

三重県教育委員会鍵情報等管理要綱の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会鍵情報等管理要綱の一部を改正する訓令

8
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三重県教育委員会鍵情報等管理要綱 (平成16年教委訓第８号) の一部を次のように改正する｡
第２条第２号中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改め､ ｢室｣ を ｢課｣ に改め､ ｢プロジェクト｣ を ｢プロジェクトチー

ム｣ に改める｡
第５条中 ｢三重県教育委員会事務局教育総務室｣ を ｢三重県教育委員会事務局教育総務課｣ に､ ｢同室長｣ を

｢同課長｣ に改める｡
第６条第１項中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

������

各県立学校
支出負担行為等の権限の三重県立学校長に対する委任に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定めま

す｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
支出負担行為等の権限の三重県立学校長に対する委任に関する規程の一部を改正する訓令

支出負担行為等の権限の三重県立学校長に対する委任に関する規程 (昭和62年教委訓第５号) の一部を次のよ
うに改正する｡
第３条中 ｢室｣ を ｢課｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

������

各県立高等学校
県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令

県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱 (昭和48年教委訓第１号) の一部を次のように改正する｡
第６条第２項中 ｢人材政策室長｣ を ｢教職員課長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に改め､ 同条第３項中 ｢室長｣ を

｢課長｣ に改める｡
第９条第３項を次のように改める｡
３ 嘱託舎監には次の各号に掲げるもののほかいかなる有給休暇も認めない｡ なお､ 有給休暇の取扱い及び手
続は､ 本要綱に定めるもののほか､ 一般職の常勤職員の例によるものとする｡
� 労働基準法 (昭和22年法律第49号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第7条に定める公民権を行使する場合において
必要と認める期間

� 法第39条に定める年次有給休暇
� 地震､ 水害､ 火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で､ 嘱託
舎監が勤務しないことが相当であると認められる場合において必要と認める期間
イ 嘱託舎監の現住居が滅失し､ 又は損壊した場合で､ 当該嘱託舎監がその復旧作業等を行い､ 又は一時
的に避難しているとき

ロ 嘱託舎監及び当該嘱託舎監と同一の世帯に属する者の生活に必要な水､ 食料等が著しく不足している
場合で､ 当該嘱託舎監以外にはそれらの確保を行うことができないとき

� 地震､ 水害､ 火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認めら
れる場合において必要と認める期間

� 地震､ 水害､ 火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して､ 退勤途上における身体の危険を回避す
るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において必要と認める期間

第１号様式を次のように改める｡

9
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(第１号様式)
任 用 通 知 書

上記のとおり任用が決定されたから通知する｡
平成 年 月 日

三重県教育委員会 印
附 則

この訓令は､ 平成24年4月1日から施行する｡

������

局 中 一 般
教育関係機関

三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を改正する訓令

三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程 (平成８年教委訓第４号) の一部を次のように改正する｡
第２条第９号を次のように改める｡
� 次長 組織規則第17条第１号に規定する副教育長､ 同条第２号に規定する次長及び組織規則第19条第１項
に規定する監のうちあらかじめ定められた者をいう｡

同条第10号中 ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢推進監｣ を ｢担当課長｣ に､ ｢総括地域調整・人事監及び特命監｣ を
｢総括市町教育支援・人事監及び監｣ に改め､ 同条第11号中 ｢地域調整・人事監｣ を ｢市町教育支援・人事監｣
に改め､ 同条第12号中 ｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改め､ 同条第14号中 ｢課長 組織規則｣ を ｢地域機関の課長
組織規則｣ に改める｡

10

名 前

職 名 嘱託舎監

勤務学校名

給 料

基本額 月額 円
加算額 勤務１回につき 円

(５時間未満の勤務の場合 円)
及び通勤手当相当額を支給する

任 用 期 間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(ただし､ 勤務すべき日は校長が別に定める｡)

休暇

有給休暇

１ 公民権行使
２ 年次有給休暇
３ 災害による現住居の滅失又は損壊
４ 災害による出勤困難
５ 退勤途上の危険回避

無給休暇

１ 産前産後休暇
２ 育児時間
３ 生理休暇
４ 介護休暇 (特定の職に引き続き在職した期間が１年以上である者等に限る｡)

そ の 他 の
任 用 条 件

任用期間が満了の際は､ 別に発令することなく退職する｡
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第３条中 ｢総括室長､ 室長､ 地域調整・人事監及び副室長｣ を ｢次長､ 課長､ 市町教育支援・人事監及び副課
長｣ に改める｡
第５条中 ｢総括室長､ 室長､ 所長､ 地域調整・人事監､ 副室長､ 課長｣ を ｢次長､ 課長､ 所長､ 市町教育支援・

人事監､ 副課長､ 地域機関の課長｣ に改める｡
第７条中 ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢特命監｣ を ｢監｣ に､ ｢地域調整・人事監｣ を

｢市町教育支援・人事監｣ に､ ｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改める｡
第12条第１項中 ｢室｣ を ｢課｣ に､ ｢室長､ 地域調整・人事監及び副室長｣ を ｢課長､ 市町教育支援・人事監

及び副課長｣ に改める｡
別表第１共通決裁事項 � 一般事務の表中 ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢副室長｣ を

｢副課長｣ に改め､ 同表第１項第３号中 ｢室｣ を ｢本庁の課｣ に､ 同項第６号中 ｢課｣ を ｢地域機関の課｣ に改
め､ 同表第８項中 ｢室｣ を ｢課｣ に改め､ 同表第12項第１号中 ｢公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する
法律｣ を ｢公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律｣ に改め､ 同表第14項中 ｢条例第12条｣ を ｢条
例第11条及び第12条｣ に改め､ 同表第18項第９号中 ｢法第22条第３項｣ を ｢法第22条第５項｣ に改め､ 同表第20
項中 ｢教育関係諸団体等に関する事務｣ を削り､ 同表第18項第35号を次のように改める｡
｢

｣
別表第１共通決裁事項 � 一般事務の表第23項を次のように改める｡
｢

｣

11

35 法第46条の規定による送付及び通知 ○

23 補助金等に係
る予算の執行
の適正化に関
する法律 (昭
和30年法律第
179号) 第26条
第２項及び補
助金等に係る
予算の執行の
適正化に関す
る法律施行令
(昭和30年政令
第255号) 第17
条第１項の規
定に基づき補
助金等の交付
に関する事務
の一部を委任
された場合の
事務

１ 法第６条の規定による交付の決定 ○

２ 法第７条第１項第１号､ 第３号及び第４
号の規定による承認

○

３ 法第７条第１項第５号の規定による指示 ○

４ 法第８条の規定による決定の通知 (法第
10条第４項及び第17条第４項において準用
する場合を含む｡)

○

５ 法第10条の規定による決定の取消し及び
変更

○

６ 法第12条の規定による状況報告の受理 ○

７ 法第13条の規定による遂行等の命令 ○

８ 法第14条の規定による実績報告の受理
(法第16条第２項において準用する場合を
含む｡)

○

９ 法第15条の規定による補助金等の額の確
定等

○

10 法第16条の規定による命令 ○

11 法第17条の規定による決定の取消し ○

12 法第18条の規定による返還命令等 ○

13 法第19条第３項の規定による免除 ○

14 法第20条の規定による一時停止 ○

15 法第22条の規定による承認 ○

16 法第23条の規定による立入検査等 ○
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別表第１共通決裁事項 � 支出負担行為に関する事務の表中 ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣
に､ ｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改める｡
別表第１共通決裁事項 � 財産に関する事務の表中 ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢副

室長｣ を ｢副課長｣ に改める｡
別表第２個別決裁事項 � 経営企画に関する事務の表中 ｢経営企画｣ を ｢企画総務｣ に､ ｢総括室長｣ を

｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改める｡
別表第２個別決裁事項 � 学校施設及び職員に関する事務の表中 ｢学校施設及び職員｣ を ｢教職員及び施設｣

に､ ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢地域調整・人事監｣ を ｢市町教育支援・人事監｣ に､
｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改め､ 同表第４項第２号中 ｢条例第17条の３｣ を ｢条例第17条の10｣ に改め､ 同表第
26項第４号を削る｡
別表第２個別決裁事項 � 学校教育に関する事務の表を次のように改める｡
｢
� 学習支援に関する事務

12

区
分 事務の種類 事項

決裁区分

地
域
機
関
の
名
称

教
育
長

専決者
受
任
者

本庁 地域機関

所
長次

長
課
長

副
課
長

所
長

課
長
及
び
所
次
長

(

博
物
館
に
限
る
。)

１ 三重県立学校の管理
運営に関する規則
(平成13年三重県教
育委員会規則第８号)
の施行に関する事務

１ 規則第７条第２項の規定による定
時制課程及び専攻科の休業日の承認

○

２ 規則第８条の規定による臨時休業
の報告

○

３ 規則第100条の規定による生徒在
籍報告

○

２ 三重県高等学校定時
制課程及び通信制課
程修学奨励金貸与要
綱 (昭和49年教育長
決裁) に関する事務

１ 要綱第15条の規定による返還猶予
の決定

○

３ 三重県高等学校定時
制課程及び通信制課
程修学奨励金等返還
債務免除条例 (昭和
53年三重県条例第２
号) に関する事務

条例第３条の規定による返還債務の
免除の決定

○

４ 指導主事等の派遣に
関する事務

１ 指導主事の派遣に係るもの ○

２ 外国語指導助手 (ＡＬＴ) の派遣
等に係るもの

○

３ 学校訪問の依頼に係るもの ○
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｣

13

５ 三重県立学校の管理
運営に関する規則
(平成13年三重県教
育委員会規則第８号)
の施行に関する事務

１ 規則第13条の規定による教科書の
採択

○

６ 学校教育法施行細則
(昭和52年三重県教
育委員会規則第６号)
に関する事務

１ 細則第３条の規定による視覚障害
者等についての通知

○

２ 細則第５条の規定による区域外就
学等の届出

○

７ 県有リフト付きバス
の運行に関する事務

県有リフト付きバスの運行実施の承
認

○

８ 教科用図書に関する
事務

１ 教科書の発行に関する臨時措置法
(昭和23年法律第132号) 第５条第１
項の規定による教科書展示会の開催

○

２ 法第７条の規定による教科書需要
集計の報告

○

３ 義務教育諸学校の教科用図書の無
償措置に関する法律施行令 (昭和39
年政令第14号) 第４条の規定による
受領冊数集計の報告

○

４ 文部科学省教科用図書検定調査審
議会調査員の推薦

○

９ 県立高等学校入学者
選抜に関する事務

１ 入学者選抜実施要項の決定 ○

２ 学力検査問題作成委員の決定 ○

３ 学力検査問題の決定 ○

４ 三重県立高等学校通学区域に関す
る規則 (昭和33年三重県教育委員会
規則第13号) 第４条及び第５条の規
定による県外居住者及び学区外志願
者の許可

○

５ 評定分布表の届け出 ○

６ 入学者選抜実施方針の決定 ○
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別表第２個別決裁事項 � 社会教育及びスポーツに関する事務の表を次のように改める｡
｢
� 育成支援及び社会教育に関する事務

14

区
分 事務の種類 事項

決裁区分

地
域
機
関
の
名
称

教
育
長

専決者
受
任
者

本庁 地域機関

所
長次

長
課
長

副
課
長

所
長

課
長
及
び
所
次
長

(

博
物
館
に
限
る
。)

１ 社会教育法 (昭和24
年法律第207号) の
施行に関する事務

１ 法第８条の規定による資料提供等
の協力依頼

○

２ 法第９条の４第４号の規定による
社会教育主事の認定

○

３ 法第９条の６及び第28条の２の規
定による研修の実施

○

４ 法第40条の規定による公民館事業
の停止又は勧告

○

５ 法第48条の規定による社会教育講
座の開設

○

２ 三重県社会教育主事
派遣に関する規則
(昭和49年三重県教
育委員会規則第１号)
の施行に関する事務

１ 規則第２条の規定による派遣の決
定

○

２ 規則第６条第２項の規定による派
遣期間の延長又は短縮の決定

○

３ 規則第10条の規定による協定の締
結

○

３ 文化財保護法 (昭和
25年法律第214号)
の施行に関する事務

１ 法第182条の規定による文化財の
保護に関する事務

� 三重県文化財保護条例 (昭和32
年三重県条例第72号) 第５条第４
項､ 第６条第２項､ 第６条第４項､
第22条第４項､ 第23条第４項､ 第
23条第６項､ 第27条第２項､ 第28
条第２項､ 第28条第６項､ 第35条
第２項､ 第36条第３項､ 第44条第
４項､ 第45条第３項及び第45条第
５項の規定による文化財の指定又
は解除の通知

○

� 条例第８条､ 第30条及び第40条
の規定による文化財保存のための
管理団体の指定

○
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� 条例第14条､ 第24条､ 第26条､
第30条､ 第33条及び第40条の規定
による文化財の管理保存に関する
勧告

○

� 条例第16条及び第39条の規定に
よる文化財現状変更の許可

○

� 条例第18条､ 第25条､ 第30条及
び第32条の規定による文化財公開
の勧告

○

� 条例第20条､ 第30条及び第40条
の規定による文化財調査等の要求

○

� 条例第41条及び第43条の規定に
よる紀州犬及び日本鶏の登録・
解除

ア 審査会の開催 ○

イ 登録の決定 ○

ウ 登録の解除 ○

� 条例第19条ただし書の規定によ
る ｢公開承認施設｣ の承認

○

� 条例第49条の規定による報償金
の決定・支給

○

� 条例第50条の規定による文化財
の譲与等

○

２ 法第184条の規定による重要文化
財及び史跡名勝天然記念物の管理に
関する許可・停止命令等

○

３ 法第184条の規定による埋蔵文化
財の発掘に関する指示・勧告

○

４ 法第185条第２項の規定による重
要文化財の管理者の指定

○

５ 法第102条第１項の規定による埋
蔵物の鑑査

○

４ 銃砲刀剣類所持等取
締法 (昭和33年法律
第６号) の施行に関
する事務

１ 法第14条第１項の規定による登録 ○

２ 法第15条第１項及び第２項の規定
による登録証の交付及び再交付

○

３ 法第18条の２第１項の規定による
承認

○

４ 法第14条第４項､ 第16条第２項､
第17条第３項及び第18条の２第３項
の規定による都道府県公安委員会に
対する通知

○
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５ 三重県銃砲刀剣類登録審査委員任
用規則 (平成12年三重県教育委員会
規則第６号) 第２条の規定による登
録審査委員の任命

○

５ 三重県社会教育委員
設置に関する条例
(昭和24年三重県条
例第37号) の施行に
関する事務

条例第６条の規定による社会教育委
員の招集

○

６ 三重県立鈴鹿青少年
センター条例 (昭和
60年三重県条例第５
号) の施行に関する
事務

１ 条例第５条の規定による指定管理
者の指定の申請の告知

○

２ 条例第６条第１項の規定による指
定管理候補者の選定

○

３ 条例第６条第２項の規定による指
定管理者の指定

○

４ 条例第７条の規定による告示 ○

５ 条例第８条の規定による協定の締
結

○

６ 条例第９条の規定による事業報告
書の受理

○

７ 条例第10条の規定による業務状況
の聴取等

○

８ 条例第11条第１項の規定による教
育委員会による施設管理

○

９ 条例第11条第２項の規定による使
用料の徴収

○

10 条例第12条ただし書の規定による
休業日の変更の承認

○

11 条例第17条第２項の規定による利
用料金の承認

○

12 条例第21条ただし書の規定による
原状回復義務の免除

○

７ 三重県立熊野少年自
然の家条例 (昭和51
年三重県条例第60号)
の施行に関する事務

１ 条例第５条の規定による指定管理
者の指定の申請の告知

○

２ 条例第６条第１項の規定による指
定管理候補者の選定

○

３ 条例第６条第２項の規定による指
定管理者の指定

○

４ 条例第８条の規定による告示 ○

５ 条例第９条の規定による協定の締
結

○



教育公報 号 外
平成24年３月30日発行

17

６ 条例第10条の規定による事業報告
書の受理

○

７ 条例第11条の規定による業務状況
の聴取等

○

８ 条例第12条第１項の規定による教
育委員会による施設管理

○

９ 条例第12条第２項の規定による使
用料の徴収

○

10 条例第13条ただし書の規定による
休業日の変更の承認

○

11 条例第18条第２項の規定による利
用料金の承認

○

12 条例第22条ただし書の規定による
原状回復義務の免除

○

８ 体育､ 保健及び給食
に係る教育研究に関
する事務

１ 研究推進校の決定 ○

２ 研究事業受託地方公共団体の推薦
○

９ 独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター
法 (平成14年法律第
162号) の施行に関
する事務 (県立学校
に係るもの｡)

１ 法第16条第１項の規定による契約
の締結

○

２ 法第17条第４項の規定による徴収
額の決定

○

３ 法第16条第２項の規定による給付
金の請求

○

10 学校給食に関する事
務

１ 学校給食用小麦粉の取扱いについ
て (昭和46年文体給第103号文部省
体育局長通知) に規定する学校給食
用小麦粉取扱要領 (以下この号にお
いて ｢要領｣ という｡) に関する事
務

� 要領２の規定による需要量の審
査及び買受量の承認

○

� 要領７の�のイの (ア) の規定
による供給価格の承認

○

� 要領７の�のウの (イ) の規定
による売買契約等の指示

○

� 要領７の�のウの (ウ) の②の
規定による加工工場の選定の承認

○

２ 米飯給食の実施について (昭和51
年文体給第90号文部省体育局長通達)
の別紙に規定する学校給食用米穀取
扱要綱 (以下この号において ｢要綱｣
という｡) に関する事務
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� 要綱３及び４による需要量の確
認及び買受量の承認

○

� 要綱９の�のアによる供給価格
の承認

○

� 要綱10の�のイによる炊飯委託
施設の選定の承認

○

３ 学校給食用牛乳供給事業の実施に
ついて (昭和39年文体給第265号､
39畜Ａ第5421号文部､ 農林両次官通
達) に規定する学校給食用牛乳供給
事業実施要綱 (以下この号において
｢要綱｣ という｡) に関する事務

� 要綱第３の１､ 第３の２及び第
４の１の規定による需要見込量等
の知事との協議

○

� 要綱第７の１の規定による供給
価格の知事との協議

○

� 要綱第８の規定による供給事業
者の選定の知事との協議

○

４ 学校給食用脱脂粉乳の取扱いにつ
いて (昭和58年文体給第85号文部省
体育局長通知｡ 以下この号において
｢取扱｣ という｡) に関する事務

� 取扱２の規定による需要量の承
認

○

� 取扱５の (二) のアの規定によ
る供給価格の承認

○

５ 学校給食法施行令 (昭和29年政令
第212号) に関する事務

� 学校給食の開設及び廃止の届出 ○

11 都道府県立学校管理
者賠償責任保険に関
する事務

１ 加入の決定 ○

２ 事故の報告 ○

３ 保険金の請求 ○

12 三重県立学校の管理
運営に関する規則
(平成13年三重県教
育委員会規則第８号)
の施行に関する事務

１ 規則第48条の規定による懲戒の報
告

○

２ 規則第49条の規定による事故等の
報告 ○
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｣
別表第２個別決裁事項 � 教職員研修に関する事務の表中 ｢総括室長｣ を ｢次長｣ に､ ｢室長｣ を ｢課長｣

に､ ｢副室長｣ を ｢副課長｣ に改める｡
附 則

この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

������

局 内 一 般
教育関係機関

三重県教育委員会処務規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県教育委員会処務規程の一部を改正する訓令

三重県教育委員会処務規程 (平成14年教委訓第４号) の一部を次のように改正する｡
第２条第５号中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に､ ｢室｣ を ｢課｣ に､ ｢プロジェクト｣ を ｢プロジェクトチーム｣ に

改める｡
第３条及び第４条中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改める｡
第５条第３項中 ｢本庁室の室長 (プロジェクトの推進監を含む｡｣ を ｢本庁課の課長 (プロジェクトチームの

担当課長を含む｡｣ に､ ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第７条の見出し中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改め､ 同条中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣

に､ ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第８条中 (見出しを含む｡) 中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第９条第１項中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改め､ 同条第２項中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第10条第１項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に､ ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改め､ 同条第２項中 ｢教

育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改める｡
第11条の見出し及び同条第１項中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改め､ 同条第２項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総

務課長｣ に改め､ 同条第４項中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に､ ｢教育総務室｣ を ｢教育総務課｣ に改める｡
第16条中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改める｡
第20条第１項中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第21条第４項中 ｢室名等｣ を ｢課名等｣ に､ ｢室等｣ を ｢課等｣ に改める｡

19

13 旧三重県高等学校等
進学奨励金の貸与に
関する規則 (昭和57
年三重県教育委員会
規則第18号) の施行
に関する事務

１ 規則第８条の規定による貸与の打
ち切りの決定

○

２ 規則第９条の規定による貸与の休
止の決定

○

３ 規則第15条の規定による返還の猶
予の承認

○

14 三重県高等学校等進
学奨励金返還債務免
除条例 (昭和57年三
重県条例第32号)
の施行に関する事務

条例第２条による返還債務の免除の
承認

○

15 旧三重県大学等進学
資金貸付けに関する
規則 (平成７年三重
県教育委員会規則第
12号) の施行に関す
る事務

規則第10条の規定による返還の猶予
の決定

○
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第29条第１項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改め､ 同条第２項中 ｢本庁室の室長｣ を ｢本庁課の課
長｣ に､ ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に､ ｢教育総務室｣ を ｢教育総務課｣ に改め､ 同条第３項中 ｢本庁
室｣ を ｢本庁課｣ に改め､ 同条第４項中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に､ ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改
め､ 同条第５項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改める｡
第32条の２第１項中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改める｡
第33条中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に改める｡
第34条中 ｢教育総務室長｣ を ｢教育総務課長｣ に改める｡
第35条中 ｢室長等｣ を ｢課長等｣ に､ ｢教育総務室長｣ に ｢教育総務課長｣ に改める｡
別表を削る｡
第２号様式中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改める｡
第６号様式中 ｢室長｣ を ｢課長｣ に改める｡
第８号様式中 ｢本庁室｣ を ｢本庁課｣ に改める｡
第10号様式中 ｢室長｣ を ｢課長｣ に､ ｢グループリーダー｣ を ｢副課長｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

������

県立学校
県立学校職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
県立学校職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令

県立学校職員の被服等の貸与に関する訓令 (昭和54年教委訓第３号) の一部を次のように改正する｡
第３条及び第11条中 ｢福利・給与室長｣ を ｢福利・給与課長｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

�������

三重県立学校職員安全衛生管理規定の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
三重県立学校職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

三重県立学校職員安全衛生管理規程 (平成10年教委訓第８号) の一部を次のように改正する｡
第５条第２項中 ｢教育支援分野総括室長｣ を ｢次長 (教職員・施設担当)｣ に改める｡
第14条中 ｢県教育委員会事務局教育支援分野福利・給与室｣ を ｢県教育委員会事務局福利・給与課｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

�������

三重県教育委員会事務局安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹
三重県教育委員会事務局職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

三重県教育委員会事務局職員安全衛生管理規程 (平成17年教委訓第３号) の一部を次のように改正する｡
第２条第４号中 ｢各室長､ 各推進監｣ を ｢各課長｣ に改め､ 同条第５号中 ｢本庁各室｣ を ｢本庁各課｣ に､

｢各室等｣ を ｢各課等｣ に改める｡
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第５条第２項中 ｢教育支援分野総括室長｣ を ｢次長 (教職員・施設担当)｣ に改める｡
第６条第１項中 ｢本庁各室｣ を ｢本庁各課｣ に改める｡
第９条第１項中 ｢本庁各室｣ を ｢本庁各課｣ に改める｡
第13条中 ｢福利・給与室｣ を ｢福利・給与課｣ に改める｡
第１号様式中 ｢室｣ を ｢課｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

� � � � ����	

� � � 
 � � ���	

 � � ���	

庁 中 一 般
三重県議会事務局
局 内 一 般

三重県庁舎防火等管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡
平成24年３月30日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬
三 重 県 議 会 議 長 山 本 教 和
三重県教育委員会教育長 真 伏 秀 樹

三重県庁舎防火等管理規程の一部を改正する訓令

三重県庁舎防火等管理規程 昭和41年 の一部を次のように改正する｡

本則中 ｢管財室長｣ を ｢管財課長｣ に改める｡
第６条中 ｢管財室｣ を ｢管財課｣ に改める｡
第13条第３項中 ｢財政・施設に関する事務を担当する総括室長､ 消防・保安室長｣ を ｢財政運営を担当する副

部長､ 消防・保安課長｣ に改め､ 同条第４項中 ｢別表第２｣ を ｢消防計画｣ に改める｡
別表中 ｢管財室施設保全グループ｣ を ｢管財課施設保全グループ｣ に､ ｢管財室長｣ を ｢管財課長｣ に､ ｢管財

室管財グループ｣ を ｢管財課財産管理グループ｣ に改める｡
別記様式中 ｢総務部管財室長 様｣ を ｢総務部管財課長 宛て｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

� �

公立幼稚園の設置届を次のとおり受理しました｡
平成24年３月30日

三 重 県 教 育 委 員 会
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三 重 県 訓 令
三 重 県 議 会 訓 令
教 委 訓
三重県警察本部訓令
三重県人事委員会訓令
三 重 県 企 業 庁 訓 令
三重県監査委員訓令

第20号
第１号
第４号
第６号
第１号
第８号
第１号

名 称 位 置
設置しよう
とする日

設 置 の 理 由

志摩市立志摩幼稚園 志摩市志摩町和具660番
平成24年
４月１日

片田幼稚園及び布施田幼稚園の２園を
統合し､ 志摩幼稚園を設置するため｡
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� � � �

平成24年３月30日付け三重県公報号外に教育委員会関係規則等が次のように掲載されました｡
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

改 正 す る 。

第 三 条 第 三 項 中 ｢ 四 時 間 ｣ を ｢ 四 時 間 等 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 ｢) 又 は 四 時 間 の 勤

務 時 間 ｣ を ｢) 又 は 四 時 間 等 の 勤 務 時 間 ( 前 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)｣ に 、 ｢( 四

時 間 ｣ を ｢( 四 時 間 等 ｣ に 、 ｢ う ち 四 時 間 ｣ を ｢ う ち 四 時 間 等 ｣ に 、 ｢ 当 該 四 時 間 ｣ を ｢ 当 該 四 時 間 等 ｣ に 、 ｢ 振 替

又 は 四 時 間 ｣ を ｢ 振 替 又 は 四 時 間 等 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 条 例 第 六 条 の 規 則 で 定 め る 勤 務 時 間 は 、 四 時 間 ( 県 委 員 会 が 別 に 定 め る 場 合 に あ っ て は 三 時 間 四 十 五 分 ) と

す る 。

第 十 二 条 第 十 四 号 中 ｢ 出 産 、 子 ｣ の 下 に ｢( 配 偶 者 の 子 を 含 む 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。)｣ を 加 え 、

｢ 三 日 ｣ を ｢ 四 日 ｣ に 改 め 、 同 条 中 第 三 十 三 号 を 第 三 十 四 号 と し 、 第 二 十 二 号 か ら 第 三 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 下 げ 、 同 条 第 二 十 一 号 中 ｢ 九 月 ｣ の 下 に ｢( 県 委 員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に あ っ て は 十 月 )｣ を 加 え 、 同 号

を 同 条 第 二 十 二 号 と し 、 同 条 中 第 二 十 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 五 号 か ら 第 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 五 義 務 教 育 終 了 前 の 子 を 養 育 す る 職 員 が 、 そ の 子 が 在 籍 し 、 又 は 在 籍 す る こ と と な る 学 校 等 が 実 施 す る 行

事 に 出 席 す る た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 一 の 年 に お け る 義 務 教 育 終 了 前 の 子 一 人

に つ き 一 日 の 範 囲 内 の 期 間

第 十 四 条 第 二 項 第 二 号 中 ｢ 第 十 二 条 第 三 十 号 ｣ を ｢ 第 十 二 条 第 三 十 二 号 ｣ に 改 め る 。

第 十 五 条 第 二 項 中 ｢ 及 び 第 十 五 号 ｣ を ｢ 、 第 十 五 号 及 び 第 十 六 号 ｣ に 、 ｢ す べ て ｣ を ｢ 全 て ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 使 用 さ れ た 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 十 四 号 の

休 暇 に つ い て は 、 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 十 四 号 の 休 暇 と し て 使 用

さ れ た も の と み な す 。

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 七 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

� � �

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の

� 	 �
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よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 の 二 第 一 項 中 ｢ 第 十 七 条 の 二 第 二 項 ｣ を ｢ 第 十 七 条 の 四 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ｢ 第 十 七 条 の

三 第 一 項 ｣ を ｢ 第 十 七 条 の 十 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 ｢ 第 十 七 条 の 二 第 三 項 及 び 第 四 項 ｣ を ｢ 第 十 七 条 の

九 第 一 項 及 び 第 二 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 ｢ 第 十 七 条 の 三 第 二 項 ｣ を ｢ 第 十 七 条 の 十 第 四 項 ｣ に 改 め 、 同 条 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

８ 条 例 第 十 七 条 の 七 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 調 整 点 数 は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。

附 則 第 四 項 中 ｢ 当 該 手 当 の 額 ｣ を ｢ 当 該 特 定 職 員 の 給 料 月 額 ( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 ( 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 ) 附 則 第 十 項 の 規 定 を 適 用 し な い 額 と す る 。) に 対 す る 定 時 制 通 信

教 育 手 当 の 額 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 ニ 中 ｢ い う ｣ の 下 に ｢ 。 以 下 同 じ ｣ を 、 ｢ 職 員 ｣ の 下 に ｢ 及 び 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法

人 の 役 員 ｣ を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 第 二 号 ) の 一 部 を 次

� � �

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。
平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

｢� 学校教育法に
� 上記に相当す

よる専門職大学院専門職学位課程の修了
ると県委員会が人事委員会と協議して定める学歴免許等の資格｣
くは獣医学｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

� � �

別 表 第 三 第 一 号 の 項 第 三 号 中 ｢学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了｣ を

に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 ｢獣医学｣ を ｢薬学若し

公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 五 年 第 二 十 一 号 )
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教育関係事業補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます｡
平成24年３月30日

三重県知事 鈴 木 英 敬
教育関係事業補助金等交付要綱の一部を改正する告示

教育関係事業補助金等交付要綱 (昭和52年三重県告示第52号) の一部を次のように改正する｡
別表第１に次のように加える｡

附 則
この告示は､ 公表の日から施行し､ 改正後の教育関係事業補助金等交付要綱の規定は､ 平成23年度分の補助金

等から適用する｡
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )
の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

す る 。
第 五 条 第 二 項 第 六 号 中 ｢ 地 方 公 共 団 体 の 職 員 ｣ の 下 に ｢ 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 等 ( 地 方 独 立 行 政 法 人

法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 以 下 こ の 号 に お い て ｢ 特 定 地

方 独 立 行 政 法 人 ｣ と い う 。) の 職 員 及 び 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 を い う 。)｣ を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 年 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

� � 


21 被災児童生徒就
学援助事業補助
金

東日本大震災により
被災し､ 経済的理由
により就学困難な児
童又は生徒の就学機
会の確保を支援する｡

東日本大震災により被災し､ 経済的理由
により就学困難な児童又は生徒の保護者
等に対して､ 市町又は一部事務組合が実
施する学用品費等又は学校給食費等若し
くは医療費の援助を行う事業に要する経
費

教育長が別
に定める｡

市町及び一
部事務組合

22 被災幼児就園支
援事業補助金

東日本大震災により
被災し､ 就園困難な
幼児の就園機会の確
保を支援する｡

東日本大震災により被災し､ 就園困難な
園児に対して､ 市町又は一部事務組合が
実施する入園料及び保育料の合計額を軽
減する就園奨励事業に要する経費等

教育長が別
に定める｡

市町及び一
部事務組合

23 被災児童生徒等
特別支援教育就
学奨励事業補助
金

東日本大震災により
被災し､ 特別支援学
校等への就学が困難
な幼児､ 児童又は生
徒の就学機会の確保
を支援する｡

東日本大震災により被災し､ 特別支援学
校等への就学が困難な幼児､ 児童又は生
徒の保護者等に対して､ 市町又は一部事
務組合が実施する特別支援学校等への就
学に必要な経費を軽減する特別支援教育
就学奨励事業に要する経費等

教育長が別
に定める｡

市町及び一
部事務組合


